
津市告示第４４号                 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項及び第３項の規定に基

づき、次のように道路を廃止した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２９年３月３１日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

整理番号 路 線 名 
起  点 

重要な経過地
終  点 

１０１７ 平谷線 
津市白山町小杉 

津市白山町小杉 





津市告示第４５号                 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第９条の規定に基づき、次のように道

路を認定した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２９年３月３１日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

 別紙のとおり 



起　　点

終　　点

津市一身田中野

津市一身田中野

津市神戸

津市神戸

津市神戸

津市神戸

津市垂水

津市垂水

津市久居西鷹跡町

津市久居西鷹跡町

津市久居東鷹跡町

津市久居東鷹跡町

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

神戸第４６号線

６４７６ 垂水第７０号線

２５３０ 西鷹跡２４号線

別　紙

２６３３ 一身田中野第３３号線

４３４６ 神戸第４５号線

路　線　名整理番号 重要な経過地

４３４７

２５３１

７５１９

７５２０

７５２１

７５２２

７５２３

７５２４

７５２５

７５２６

７５２７

東鷹跡１７号線

みのりヶ丘１号線

みのりヶ丘２号線

みのりヶ丘３号線

みのりヶ丘４号線

みのりヶ丘５号線

みのりヶ丘６号線

みのりヶ丘７号線

みのりヶ丘８号線

みのりヶ丘９号線



津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘
７５４３

７５４２

７５４１

７５４０

７５３９

７５３８

７５３７

７５３６

７５３５

７５３４

７５３３

７５３２

７５２８

７５２９

７５３０

７５３１

みのりヶ丘１０号線

みのりヶ丘１１号線

みのりヶ丘１２号線

みのりヶ丘１３号線

みのりヶ丘１４号線

みのりヶ丘１５号線

みのりヶ丘１６号線

みのりヶ丘１７号線

みのりヶ丘１８号線

みのりヶ丘１９号線

みのりヶ丘２０号線

みのりヶ丘２１号線

みのりヶ丘２２号線

みのりヶ丘２３号線

みのりヶ丘２４号線

みのりヶ丘２５号線



津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市一志町みのりヶ丘

津市大谷町

津市大谷町

津市大谷町

津市大谷町

津市河芸町中別保

津市河芸町中別保

津市河芸町中別保

津市河芸町中別保

津市河芸町中別保

津市河芸町中別保

津市河芸町中別保

津市河芸町中別保

津市河芸町中別保

津市河芸町中別保

津市河芸町中別保

津市河芸町中別保

津市羽所町

津市羽所町

津市高茶屋小森町

津市高茶屋小森町

津市高茶屋小森町

津市高茶屋小森町
７４５６

７４５５

３９１３

３６０８

３６０７

３６０６

３６０５

３６０４

３６０３

３９１２

３９１１

７５４８

７５４７

７５４６

７５４５

７５４４ みのりヶ丘２６号線

みのりヶ丘２７号線

みのりヶ丘２８号線

みのりヶ丘２９号線

みのりヶ丘３０号線

大谷町第３０号線

大谷町第３１号線

中別保１１号線

中別保１２号線

中別保１３号線

中別保１４号線

中別保１５号線

中別保１６号線

羽所町第１１号線

高茶屋小森山第４１号線

高茶屋小森山第４２号線



津市久居北口町

津市久居北口町

津市河芸町西千里

津市河芸町西千里

津市高野尾町

津市高野尾町

津市片田久保町

津市片田志袋町

津市片田井戸町

津市片田井戸町

津市雲出長常町

津市雲出伊倉津町

５５３３

５５３２

３８４４

２５８２

２５３２ 北口３６号線

西千里１２号線

高野尾町南第２４号線

片田久保志袋第１号線

片田井戸町第８号線

雲出長常伊倉津町第９号線７４５４

































津市告示第４６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を決定した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２９年３月３１日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 別紙のとおり 



津市一志町みのりヶ丘１１５番３８
０まで 6ｍ～13.1ｍ

津市一志町みのりヶ丘１１５番１８
３まで

津市久居西鷹跡町４９４番３まで

246.1 ｍ

6ｍ～13.8ｍ

6ｍ～13.1ｍ

44.3 ｍ

津市久居東鷹跡町１４２番７まで
6ｍ～13.1ｍ

津市一志町みのりヶ丘１１５番１７
１から 171 ｍ

２５３１東鷹跡１７号線
津市久居東鷹跡町１４２番５から

７５１９

別　紙

109 ｍ
津市一志町みのりヶ丘１１５番２０
９まで 6ｍ～13.1ｍ

102.1 ｍ
７５２３みのりヶ丘５号線

７５２４みのりヶ丘６号線

津市一志町みのりヶ丘１１５番２０
１から

津市一志町みのりヶ丘１１５番３７
４から

７５２１みのりヶ丘３号線

津市一志町みのりヶ丘１１５番３４
１から

津市一志町みのりヶ丘１１５番３９
７まで

津市一志町みのりヶ丘１１５番３６
０から

７５２２みのりヶ丘４号線

6ｍ～14.5ｍ

みのりヶ丘１号線

神戸第４６号線

２５３０

津市神戸字文田１５４番１５０まで

津市垂水字丸山３０８番６まで

６４７６垂水第７０号線

津市神戸字文田１５４番１４２から

４３４６神戸第４５号線

４３４７

西鷹跡２４号線

２６３３
47.4 ｍ

6ｍ～13.1ｍ

津市神戸字文田１５４番１６２から
407.8 ｍ

6ｍ～13.2ｍ

津市一身田中野字一色７２９番１か
ら

津市一身田中野字一色７２９番６ま
で

路　線　名整理番号

一身田中野第３３号線

延　長　ｍ

幅　員　ｍ
区域決定の区間

津市神戸字文田１５４番１５８まで
6ｍ～15.1ｍ

津市久居西鷹跡町４９４番２５から

6ｍ～11.4ｍ

118.1 ｍ

6ｍ～13.1ｍ

222 ｍ

津市垂水字丸山２９５番４から
191 ｍ

７５２０みのりヶ丘２号線

津市一志町みのりヶ丘１１５番３９
８から 1093.9 ｍ
津市一志町みのりヶ丘１１５番３８
０まで 6ｍ～13.3ｍ

97.1 ｍ
津市一志町みのりヶ丘１１５番３６
６まで



７５２６みのりヶ丘８号線

津市一志町みのりヶ丘１１５番２３
６から 109 ｍ
津市一志町みのりヶ丘１１５番２４
３まで 6ｍ～13.1ｍ

6ｍ～13.1ｍ

７５２５みのりヶ丘７号線

津市一志町みのりヶ丘１１５番２１
８から 109 ｍ
津市一志町みのりヶ丘１１５番４４
３まで

７５２８みのりヶ丘１０号線

津市一志町みのりヶ丘１１５番３３
から 133.2 ｍ
津市一志町みのりヶ丘１１５番４２
まで 6ｍ～13.1ｍ

７５２７みのりヶ丘９号線

津市一志町みのりヶ丘１１５番１９
２から 132 ｍ
津市一志町みのりヶ丘１１５番２４
３まで 6ｍ～13.1ｍ

７５２９みのりヶ丘１１号線

津市一志町みのりヶ丘１１５番４０
８から 133.2 ｍ
津市一志町みのりヶ丘１１５番５８
まで 6ｍ～13.1ｍ

７５３０みのりヶ丘１２号線

津市一志町みのりヶ丘１１５番６５
から 103.2 ｍ
津市一志町みのりヶ丘１１５番７０
まで 6ｍ～13.1ｍ

７５３１みのりヶ丘１３号線

津市一志町みのりヶ丘１１５番４２
４から 525.3 ｍ
津市一志町みのりヶ丘１１５番７９
まで 12ｍ～24.4ｍ

７５３２みのりヶ丘１４号線

津市一志町みのりヶ丘１１５番３９
８から 159.5 ｍ
津市一志町みのりヶ丘１１５番２６
５まで 4ｍ～13.1ｍ

７５３３みのりヶ丘１５号線

津市一志町みのりヶ丘１１５番２７
７から 151.6 ｍ
津市一志町みのりヶ丘１１５番５２
２まで 6ｍ～13.9ｍ

７５３４みのりヶ丘１６号線

津市一志町みのりヶ丘１１５番４７
０から 154.6 ｍ
津市一志町みのりヶ丘１１５番３１
３まで 6ｍ～13.1ｍ

７５３５みのりヶ丘１７号線

津市一志町みのりヶ丘１１５番２５
４から 132.1 ｍ
津市一志町みのりヶ丘１１５番３２
５まで 6ｍ～13.1ｍ

７５３６みのりヶ丘１８号線

津市一志町みのりヶ丘１１５番８０
から 134.2 ｍ
津市一志町みのりヶ丘１１５番９１
まで 6ｍ～13.1ｍ

７５３７みのりヶ丘１９号線

津市一志町みのりヶ丘１１５番１０
２から 135.8 ｍ
津市一志町みのりヶ丘１１５番４８
０まで 6ｍ～13.1ｍ



７５３８みのりヶ丘２０号線

津市一志町みのりヶ丘１１５番１２
３から 137.4 ｍ
津市一志町みのりヶ丘１１５番４９
９まで 6ｍ～13.1ｍ

７５３９みのりヶ丘２１号線

津市一志町みのりヶ丘１１５番３３
７から 108.4 ｍ
津市一志町みのりヶ丘１１５番１４
９まで 6ｍ～13.1ｍ

３９１１大谷町第３０号線
津市大谷町２１番３から

92.1 ｍ

津市大谷町２１番３まで
2.8ｍ～11ｍ

３９１２大谷町第３１号線
津市大谷町２１番９から

17.4 ｍ

津市大谷町２１番３まで
4ｍ～6.1ｍ

３６０３中別保１１号線
津市河芸町中別保２４３４番３から

69.1 ｍ
津市河芸町中別保２４３４番１０ま
で 4ｍ～12ｍ

３６０４中別保１２号線
津市河芸町中別保２４３３番１から

161 ｍ
津市河芸町中別保２４６１番２８ま
で 6ｍ～13.4ｍ

３６０５中別保１３号線
津市河芸町中別保２４２０番１から

235.1 ｍ
津市河芸町中別保２３６１番２９ま
で 6ｍ～13.3ｍ

３６０６中別保１４号線

津市河芸町中別保２４０６番１９か
ら 75.6 ｍ
津市河芸町中別保２４０６番２４ま
で 6ｍ～13.8ｍ

３６０７中別保１５号線
津市河芸町中別保２３６１番５から

119.3 ｍ
津市河芸町中別保２３６１番３４ま
で 6ｍ～13.9ｍ

３６０８中別保１６号線

津市河芸町中別保２３６１番２１か
ら 73 ｍ
津市河芸町中別保２３６１番２６ま
で 6ｍ～13ｍ

３９１３羽所町第１１号線
津市羽所町字羽所１４５８番２から

69.1 ｍ
津市羽所町字羽所１４５８番１５ま
で 1.5ｍ～2.3ｍ

７４５５高茶屋小森山第４１号線

津市高茶屋小森町字向山１７１３番
３２から 146.1 ｍ
津市高茶屋小森町字向山１７１３番
５１まで 3ｍ～6.7ｍ

７４５６高茶屋小森山第４２号線

津市高茶屋小森町字向山１７１９番
２０から 147 ｍ
津市高茶屋小森町字向山１７１９番
３６まで 3.5ｍ～4.3ｍ



２５３２北口３６号線
津市久居北口町２３番１から

265.1 ｍ

津市久居北口町２３番６まで
3.6ｍ～14.9ｍ

２５８２西千里１２号線
津市河芸町西千里３１００番２から

183.3 ｍ

津市河芸町西千里３０７２番３まで
2ｍ～5.4ｍ

３８４４高野尾町南第２４号線

津市高野尾町字藤足４９７３番２０
から 77.3 ｍ

津市高野尾町字藤足５７８番２まで
4ｍ～5.5ｍ

５５３２片田久保志袋第１号線
津市片田久保町字向３１８番２から

3283 ｍ

津市片田志袋町字中皮９８番５まで
6.6ｍ～19.2ｍ

５５３３片田井戸町第８号線

津市片田井戸町字里前１０３番１か
ら 233 ｍ
津市片田井戸町字下田植８０１番ま
で 12.4ｍ～17.5ｍ

７４５４雲出長常伊倉津町第９号線
津市雲出長常町字川端１１番３から

221 ｍ
津市雲出伊倉津町字高峰新田１８５
３番３まで 7.2ｍ～13.1ｍ

































津市告示第４７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２９年３月３１日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 別紙のとおり 



２６３３ 一身田中野第３３号線
津市一身田中野字一色７２９番１から

平成２９年

津市一身田中野字一色７２９番６まで ４月１日

別　紙

整理番号 路　線　名 供用開始の区間
供用開始
年月日

４３４７ 神戸第４６号線
津市神戸字文田１５４番１４２から

平成２９年

津市神戸字文田１５４番１５０まで ４月１日

４３４６ 神戸第４５号線
津市神戸字文田１５４番１６２から

平成２９年

津市神戸字文田１５４番１５８まで ４月１日

２５３０ 西鷹跡２４号線
津市久居西鷹跡町４９４番２５から

平成２９年

津市久居西鷹跡町４９４番３まで ４月１日

６４７６ 垂水第７０号線
津市垂水字丸山２９５番４から

平成２９年

津市垂水字丸山３０８番６まで ４月１日

７５１９ みのりヶ丘１号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番１７１から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番１８３まで ４月１日

２５３１ 東鷹跡１７号線
津市久居東鷹跡町１４２番５から

平成２９年

津市久居東鷹跡町１４２番７まで ４月１日

７５２１ みのりヶ丘３号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番３４１から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番３９７まで ４月１日

７５２０ みのりヶ丘２号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番３９８から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番３８０まで ４月１日

７５２３ みのりヶ丘５号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番３７４から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番３８０まで ４月１日

７５２２ みのりヶ丘４号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番３６０から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番３６６まで ４月１日

７５２５ みのりヶ丘７号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番２１８から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番４４３まで ４月１日

７５２４ みのりヶ丘６号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番２０１から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番２０９まで ４月１日



７５２７ みのりヶ丘９号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番１９２から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番２４３まで ４月１日

７５２６ みのりヶ丘８号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番２３６から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番２４３まで ４月１日

７５２９ みのりヶ丘１１号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番４０８から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番５８まで ４月１日

７５２８ みのりヶ丘１０号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番３３から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番４２まで ４月１日

７５３１ みのりヶ丘１３号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番４２４から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番７９まで ４月１日

７５３０ みのりヶ丘１２号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番６５から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番７０まで ４月１日

７５３３ みのりヶ丘１５号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番２７７から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番５２２まで ４月１日

７５３２ みのりヶ丘１４号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番３９８から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番２６５まで ４月１日

７５３５ みのりヶ丘１７号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番２５４から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番３２５まで ４月１日

７５３４ みのりヶ丘１６号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番４７０から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番３１３まで ４月１日

７５３７ みのりヶ丘１９号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番１０２から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番４８０まで ４月１日

７５３６ みのりヶ丘１８号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番８０から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番９１まで ４月１日

７５３９ みのりヶ丘２１号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番３３７から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番１４９まで ４月１日

７５３８ みのりヶ丘２０号線
津市一志町みのりヶ丘１１５番１２３から

平成２９年

津市一志町みのりヶ丘１１５番４９９まで ４月１日



３９１１ 大谷町第３０号線
津市大谷町２１番３から

平成２９年

津市大谷町２１番３まで ４月１日

３６０３ 中別保１１号線
津市河芸町中別保２４３４番３から

平成２９年

津市河芸町中別保２４３４番１０まで ４月１日

３９１２ 大谷町第３１号線
津市大谷町２１番９から

平成２９年

津市大谷町２１番３まで ４月１日

３６０５ 中別保１３号線
津市河芸町中別保２４２０番１から

平成２９年

津市河芸町中別保２３６１番２９まで ４月１日

３６０４ 中別保１２号線
津市河芸町中別保２４３３番１から

平成２９年

津市河芸町中別保２４６１番２８まで ４月１日

３６０７ 中別保１５号線
津市河芸町中別保２３６１番５から

平成２９年

津市河芸町中別保２３６１番３４まで ４月１日

３６０６ 中別保１４号線
津市河芸町中別保２４０６番１９から

平成２９年

津市河芸町中別保２４０６番２４まで ４月１日

３９１３ 羽所町第１１号線
津市羽所町字羽所１４５８番２から

平成２９年

津市羽所町字羽所１４５８番１５まで ４月１日

３６０８ 中別保１６号線
津市河芸町中別保２３６１番２１から

平成２９年

津市河芸町中別保２３６１番２６まで ４月１日

７４５６ 高茶屋小森山第４２号線

津市高茶屋小森町字向山１７１９番２０か
ら 平成２９年
津市高茶屋小森町字向山１７１９番３６ま
で

４月１日

７４５５ 高茶屋小森山第４１号線

津市高茶屋小森町字向山１７１３番３２か
ら 平成２９年
津市高茶屋小森町字向山１７１３番５１ま
で

４月１日

２５８２ 西千里１２号線
津市河芸町西千里３１００番２から

平成２９年

津市河芸町西千里３０７２番３まで ４月１日

２５３２ 北口３６号線
津市久居北口町２３番１から

平成２９年

津市久居北口町２３番６まで ４月１日

７９８ 久保垣内４号線
津市芸濃町楠原字久保垣内448番2地先から

平成２９年

津市芸濃町楠原字久保垣内531番1地先まで ４月１日





























津市告示第４８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２９年３月３１日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名  １２５６ 江戸橋上浜町線 

道路の区域 

区域 
新旧 

の別 

幅員

（ｍ）

延長

（ｍ）

津市江戸橋一丁目５４番２地先から 

津市江戸橋一丁目９７番地先まで 
旧 

10.5 

～51.0
46.2 

津市江戸橋一丁目５４番２地先から 

津市江戸橋一丁目９７番地先まで 
新 

11.0 

～16.7
46.2 

２ 路線名  ５０９７ 神戸第１２号線 

道路の区域 

区域 
新旧 

の別 

幅員

（ｍ）

延長

（ｍ）

津市神戸字中垣内１５１２番１地先から 

津市神戸字中垣内１４２４番２地先まで 
新 

4.0 

～7.3 
114.5 

３ 路線名  ７４３８ 高茶屋小森南第６号線 

道路の区域 

区域 
新旧 

の別 

幅員

（ｍ）

延長

（ｍ）

津市高茶屋小森町字焼野９８２番８地先から 

津市高茶屋小森町字焼野９８２番５地先まで 
新 4.2 22.0 

４ 路線名  １ 元町孝行井戸線 

道路の区域 



区域 
新旧 

の別 

幅員

（ｍ）

延長

（ｍ）

津市久居藤ヶ丘町字藤谷２６５７番２地先から 

津市久居藤ヶ丘町字藤谷２６５７番１２地先ま

で 

旧 7.7 57.2 

津市久居藤ヶ丘町字藤谷２６５７番２地先から 

津市久居藤ヶ丘町字藤谷２６５７番１２地先ま

で 

新 
7.7 

～8.8 
57.2 

５ 路線名  ２２８０ 寺町・北口線 

道路の区域 

区域 
新旧 

の別 

幅員

（ｍ）

延長

（ｍ）

津市久居北口町字洗ヶ瀬８９９番１地先から 

津市久居北口町字洗ヶ瀬９０１番２地先まで 
旧 

7.4 

～9.6 
22.5 

津市久居北口町字洗ヶ瀬８９９番１地先から 

津市久居北口町字洗ヶ瀬９０１番２地先まで 
新 

7.4 

～30.9
22.5 

６ 路線名  １３６８ 持川１１号線 

道路の区域 

区域 
新旧 

の別 

幅員

（ｍ）

延長

（ｍ）

津市久居持川町字丸永２７４８番１３地先から 

津市久居持川町字丸永２７４９番４地先まで 
新 

1.8 

～2.7 
10.5 

７ 路線名  ６７ 西千里千里ケ丘線 

道路の区域 

区域 
新旧 

の別 

幅員

（ｍ）

延長

（ｍ）

津市河芸町千里ヶ丘７４番地先から 

津市河芸町千里ヶ丘７４番地先まで 
旧 23.3 58.9 

津市河芸町千里ヶ丘７４番地先から 

津市河芸町千里ヶ丘７４番地先まで 
新 

11.0 

～16.7
58.9 

８ 路線名  ５００２ 千里ヶ丘２号線 

道路の区域 



区域 
新旧 

の別 

幅員

（ｍ）

延長

（ｍ）

津市河芸町千里ヶ丘１４番２地先から 

津市河芸町千里ヶ丘１５番２地先まで 
旧 28.8 106.0 

津市河芸町千里ヶ丘１４番２地先から 

津市河芸町千里ヶ丘１５番２地先まで 
新 

16.1 

～28.8
106.0 

９ 路線名  １５０ 金清青木谷線 

道路の区域 

区域 
新旧 

の別 

幅員

（ｍ）

延長

（ｍ）

津市芸濃町椋本字青木谷３４６０番１地先から 

津市芸濃町椋本字青木谷３４６０番２地先まで 
新 3.0 42.5 

１０ 路線名  ４１８ 側道池ノ谷能瀬線 

道路の区域 

区域 
新旧 

の別 

幅員

（ｍ）

延長

（ｍ）

津市芸濃町林字野瀬６６９番地先から 

津市芸濃町林字野瀬７３３番６地まで 
新 

2.3 

～4.3 
17.0 

１１ 路線名  ５２７ 梅ヶ畑若山線 

道路の区域 

区域 
新旧 

の別 

幅員

（ｍ）

延長

（ｍ）

津市芸濃町河内字若山３６１３番４地先から 

津市芸濃町河内字若山３６１４番３２地先まで 
旧 

4.5 

～10.4
172.9 

１２ 路線名  ５０２０ 井生３２０号線 

道路の区域 

区域 
新旧 

の別 

幅員

（ｍ）

延長

（ｍ）

津市一志町井生字山脇１０９７番１地先から 

津市一志町井生字山脇１０８４番１地先まで 
旧 1.9 92.8 

津市一志町井生字山脇１０９７番１地先から 

津市一志町井生字山脇１０８４番１地先まで 
新 

3.0 

～11.3
81.0 























津市告示第４９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を廃止した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２９年３月３１日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

整理番号 路 線 名 供 用 廃 止 の 区 間 
供用廃止 

年月日 

３１３６ 緑ケ丘団地第３号線 

津市大谷町７９番２地先

から 平成２９年 

４月１日 津市大谷町５７番５１地

先まで 





津市公告第２５号

 津市農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１

２条第１項の規定により、次のとおり公告します。

  平成２９年３月２２日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 変更の内容

  農地から農業用施設用地への変更

２ 変更場所

土 地 の 所 在 地 積 

(㎡) 

変更面積

(㎡)

用 途 区 分

大 字 字 地 番 変更前 変更後

白山町

八対野 
松垣内 2986番 1,483 1,483 農地 

農業用施設

用地 



津市公告第２６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準

用する同法第６２条第１項の規定により、三重県知事より津都市計画公園事業

５・５・３号中勢グリーンパークの事業認可にかかる図書の写しの送付があり

ましたので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第２項

の規定により、次の場所において縦覧に供します。 

  平成２９年３月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

縦覧場所 

 津市西丸之内２３番１号 

 津市建設部建設整備課 



津市公告第２７号 

 三重県知事による津都市計画公園事業の事業認可の公告がありましたので、

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６６条の規定に基づき次のとおり

公告します。 

  平成２９年３月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 都市計画事業の種類及び名称 

  津都市計画公園事業 

  ５・５・３号中勢グリーンパーク 

２ 施行者の名称 

  津市 

３ 事務所の所在地 

  津市西丸之内２３番１号 

４ 事業地の所在 

  津市あのつ台五丁目７５７番地 1 



津市公告第２８号 

 都市公園を設置するので、都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の

２の規定により、次のとおり公告し、その関係図書を縦覧に供します。 

  平成２９年３月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 都市公園の名称、位置、区域及び供用開始の期日 

都市公園の名称 位  置 区域 供用開始の期日 

グリーンハイツ

２号公園 

津市神戸１５４番地

１２１ 

別図の 

とおり 

平成２９年３月３１日 

観音寺西公園 津市観音寺町６７３

番地４１ 

別図の 

とおり 

平成２９年３月３１日 

二重池北第二公

園 

津市半田３４２５番

地３１７ 

別図の 

とおり 

平成２９年３月３１日 

中町第二公園 津市久居射場町８７

番地 

別図の 

とおり 

平成２９年３月３１日 

観音堂公園Ａ 津市香良洲町１３２

７番地 

別図の 

とおり 

平成２９年３月３１日 

観音堂公園Ｂ 津市香良洲町１３２

８番地 

別図の 

とおり 

平成２９年３月３１日 

めぐみの広場 津市香良洲町１２４

３番地２ 

別図の 

とおり 

平成２９年３月３１日 

２ 関係図書の縦覧場所  

津市西丸之内２３番１号 

津市建設部建設整備課 



供用開始区域図 グリーンハイツ２号公園

グリーンハイツ２号公園

神戸

桜田町



供用開始区域図 観音寺西公園

観音寺西公園

観音寺町



二重池北第二公園

供用開始区域図 二重池北第二公園

半田

垂水



中町第二公園

供用開始区域図 中町第二公園

久居射場町

久居中町



観音堂公園Ａ

供用開始区域図 観音堂公園Ａ

香良洲町



供用開始区域図 観音堂公園Ｂ

観音堂公園Ｂ

香良洲町



めぐみの広場

供用開始区域図 めぐみの広場

香良洲町



津市公告第２９号

 津市農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法

律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１１条

第１項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更しよ

うとする理由を記載した書面を次のとおり縦覧に供します。

 なお、本市に住所を有する者は、農業振興地域の整備に関する法律第１３条

第４項において準用する同法第１１条第２項の規定により、当該農業振興地域

整備計画の変更案に対し、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することがで

きます（当該農業振興地域整備計画を変更したときは、提出された意見書の要

旨及び当該意見書の処理の結果を併せて公告します。）。

また、当該農業振興地域整備計画の変更案のうち農用地利用計画に係る農用

地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、農業振

興地域の整備に関する法律第１３条第４項において準用する同法第１１条第３

項の規定により、当該農用地利用計画の変更案に対し、縦覧期間満了の日の翌

日から起算して１５日以内に異議を申し出ることができます。

  平成２９年３月３０日

 津市長  前 葉 泰 幸  

１ 農業振興地域整備計画の変更案の縦覧期間及び時間

期間 平成２９年３月３０日から平成２９年４月２８日まで（ただし、

土・日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日を除く。）

時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

２ 農業振興地域整備計画の変更案の縦覧場所、意見書の提出先及び異議の申

出先

津市農林水産部農林水産政策課（津市本庁舎６階）

  〒５１４－８６１１

  津市西丸之内２３番１号

  ＦＡＸ番号 ０５９－２２９－３１６８

  Ｅ－ｍａｉｌ 229-3171@city.tsu.lg.jp 
３ 意見書の提出方法、提出に当たっての留意事項

  意見は書面によるものとし、提出先に直接持参するか郵送又はファクシミ  



リ、電子メールにより受け付けます。

  津市の定める様式に住所、氏名、電話番号（法人にあっては、その名称、

代表者氏名、主たる事務所の所在地、電話番号）を記載してください。

４ 異議の申出方法、申出に当たっての留意事項

  申出は、書面（任意様式）によるものとし、申出先に直接持参するか、郵

送により行ってください。



津市公告第３０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２９年３月３０日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２９年２月１０日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市野田字林垣内１３６１番１ほか８筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

  ミニストップ株式会社 

  代表取締役社長 宮下 直行 



津市公告第３１号

 三重県津保健所長から動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第

１０５号）第３６条第２項の規定に基づく負傷動物の収容について通知があり

ましたので公告します。

  平成２９年３月３０日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 収容日  平成２９年３月２９日

２ 収容期間 平成２９年４月１日まで

収容した場所 動物種及び種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

津市河辺町 猫（雑種） 黒 雌 中 
９１日 

以上 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

       電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

       電話 ０５９－２２３－５１１２



 津市上下水道事業分課規程等の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２９年３月１７日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

津市上下水道事業管理規程第１号 

   津市上下水道事業分課規程等の一部を改正する規程 

 （津市上下水道事業分課規程の一部改正） 

第１条 津市上下水道事業分課規程（平成１８年津市水道事業管理規程第１号）

の一部を次のように改正する。 

  第１条の２中「及び簡易水道事業」を削る。 

  第２条第１項の表中「簡易水道担当」を削る。 

  第４条第４号を削る。 

  第５条第１号ウ及びキ中「、簡易水道料金」を削る。 

  第６条第１号ア中「、工業用水道事業及び簡易水道事業」を「及び工業用

水道事業」に改める。 

  第９条第１号ア中「、簡易水道料金」を削る。 

 （津市上下水道事業会計規程の一部改正） 

第２条 津市上下水道事業会計規程（平成１８年津市水道事業管理規程第８号）

の一部を次のように改正する。 

  第５９条第１項中第７号を削り、第８号を第７号とし、第９号を第８号と

し、第１０号を第９号とし、第１１号を削り、第１２号を第１０号とする。 

 （津市水道技術管理者設置規程の一部改正） 

第３条 津市水道技術管理者設置規程（平成２３年津市水道事業管理規程第２

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「津市水道事業及び簡易水道事業に係る布設工事監督者の

配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例」を

「津市水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例」に改める。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 



津市訓令第７号 

津市上下水道事業管理規程第２号 

津市教育委員会訓令第２号 

津市選挙管理委員会告示第２６号 

津市農業委員会告示第１号 

津市監査委員告示第３号 

津市議会規程第１号 

                              庁中一般  

                              出先機関  

 津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２９年３月３０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

              津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

               津市教育委員会教育長 石 川 博 之   

             津市選挙管理委員会委員長 坂 口 賢 次   

                津市農業委員会会長 守 山 孝 之   

                 津市代表監査委員 高 松 和 也   

                   津市議会議長 田 中 勝 博   



   津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程 

 津市職員安全衛生管理規程（平成１９年津市訓令第８号、平成１９年津市水

道事業管理規程第５号、平成１９年津市教育委員会訓令第１号、平成１９年津

市選挙管理委員会告示第１２８号、平成１９年津市農業委員会告示第１号、平

成１９年津市監査委員告示第９号、平成１９年津市議会規程第１号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１中 

「 

「 

改め、「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加え、「小・中学校、幼稚園

安全衛生委員会」を「学校安全衛生委員会」に改める。 

別表第２中「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

別表第３中「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加え、「競艇事業部」

を「ボートレース事業部」に改める。 

別表第５を次のように改める。 

競艇事業部 競艇事業部安全

衛生委員会 

競艇事業部競艇

管理課 を 
」 

ボートレース事業部 ボートレース事

業部安全衛生委

員会 

ボートレース事

業部経営管理課 

」 

に 



別表第５（第１７条関係） 

箇所 

津市アストプラザ 津市とことめの里一志 

津リージョンプラザ 白山総合支所 

各保育所 美杉総合支所 

スポーツ文化振興部 津市レークサイド君ケ野 

津駅前北部土地区画整理事務所 三重短期大学 

津北工事事務所 議会事務局 

津南工事事務所 各小学校 

河芸総合支所 各中学校 

芸濃総合支所 義務教育学校 

津市錫杖湖水荘 各幼稚園 

美里総合支所 津市中央公民館 

安濃総合支所 津市津図書館 

香良洲総合支所 農業委員会事務局 

一志総合支所  



  附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 



津市上下水道事業告示第１３号 

 公共下水道の供用を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第

９条第１項の規定により次のとおり告示し、一般の縦覧に供する。 

  平成２９年３月１６日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

１ 供用及び処理を開始する年月日 

  平成２９年３月３１日 

２ 下水を排除及び処理する区域 

 流域関連津市公共下水道（雲出川左岸処理区） 

高茶屋小森町の一部、高茶屋一丁目の一部、高茶屋七丁目の一部、垂水

の一部、藤方の一部、柳山津興の一部、阿漕町津興の一部、雲出本郷町の

一部、半田の一部、大園町の一部、久居北口町の一部、久居持川町の一部、

新家町の一部及び香良洲町の一部 

 流域関連津市公共下水道（松阪処理区） 

白山町川口の一部、一志町高野の一部及び一志町八太の一部 

 津市単独公共下水道（中央処理区） 

海岸町の一部 

 津市単独公共下水道（椋本処理区） 

芸濃町椋本の一部 

３ 供用を開始する排水設備の位置 

  別図（供用開始区域）のとおり 

４ 供用を開始する排水設備の合流式又は分流式の別 

  分流式 

５ 下水の処理を開始する公共下水道の終末処理場の位置及び名称 

 流域関連津市公共下水道（雲出川左岸処理区） 

津市雲出鋼管町５２番地５ 

   雲出川左岸浄化センター 

 流域関連津市公共下水道（松阪処理区） 

松阪市高須町３９２２番地 

松阪浄化センター 

 津市単独公共下水道（中央処理区） 



津市高洲町３４番１号 

津市中央浄化センター 

 津市単独公共下水道（椋本処理区） 

津市芸濃町椋本２５７６番地 

津市椋本浄化センター 

６ 縦覧場所 

津市殿村５番地 

  津市下水道局下水道総務課 

７ 縦覧期間 

  平成２９年３月１７日から平成２９年３月３０日まで 



津市上下水道事業告示第１４号 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２及び地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基づき、使用料

等の収納事務の一部を次のとおり委託したので、地方公営企業法施行令（昭和

２７年政令第４０３号）第２６条の４第１項及び地方自治法施行令第１５８条

第２項の規定により告示する。 

平成２９年３月２３日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

１ 収納する使用料等 

水道料金 

下水道使用料 

農業集落排水処理施設使用料 

市営浄化槽使用料 

共同汚水処理施設使用料 

下水道受益者負担金（分担金） 

２ 委託先 

  松阪市郷津町２３４番地１ 

  ヴェオリア・ジェネッツ株式会社三重営業所 

３ 委託期間 

平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 



津市消防本部訓令第１号 

消防本部  

 津市消防事務専決規程及び津市火災等予防査察規程の一部を改正する訓令を

次のように定める。 

  平成２９年３月３１日 

津市消防長 中 村 光 一   

   津市消防事務専決規程及び津市火災等予防査察規程の一部を改正する訓 

   令 

 （津市消防事務専決規程の一部改正） 

第１条 津市消防事務専決規程（平成１８年津市消防本部訓令第２号）の一部

を次のように改正する。 

別表第１消防本部の表消防安全課の項中「消防安全課」を「予防課」に改

め、同表救急課の項を次のように改める。 

消防救急課 １ 警防対策の企画及び

調整に関すること。 

２ 水火災その他の災害

に係る警防計画及びそ

の運用に関すること。 

３ 消防水利変更等の処

理に関すること。 

４ 消防相互応援・受援

の運用に関すること。 

５ 開発行為に係る協議

及び調整に関すること

と。 

６ 消防資機材の総括に

関すること。 

７ 消防防災指導センタ 

ーの運営に関すること。

８ 大規模な消防訓練の 

 軽易なも

の 

軽易なも

の 

○ 

軽易なも

の 

軽易なも

の 

○ 

軽易なも

の 

軽易なも

重要なも

の 

重要なも

の 

重要なも

の 

重要なも

の 

重要なも

の 

重要なも



 計画に関すること。 

９ 国民の保護に関する

計画の実施調整に関す

ること。 

１０ 救助業務の企画及

び調整に関すること。 

１１ 救助資機材の総括

に関すること。 

１２ 救助統計に関する

こと。 

１３ 救急業務の企画及

び調整に関すること。 

１４ 救急資機材の総括

に関すること。 

１５ 救急統計に関する

こと。 

１６ 医療機関等との調

整に関すること。 

１７ 患者等搬送事業の

指導及び認定に関する

こと。 

１８ 救急隊員の教育訓

練及び研修に関するこ

と。 

１９ 応急手当の普及啓

発に関すること。 

２０ 普通救命講習等修

了証の交付に関するこ

と。 

２１ 所属職員の旅行等

の届出に関すること。 

２２ 日誌に関すること。 

 の 

軽易なも

の 

軽易なも

の 

○ 

○ 

軽易なも

の 

○ 

○ 

軽易なも

の 

軽易なも

の 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

の 

重要なも

の 

重要なも

の 

重要なも

の 

重要なも

の 

重要なも

の 

別表第１消防総務課の表中「消防総務課」を「消防救急課」に、「手当等」



を「費用弁償等」に改める。 

別表第 1 消防安全課の表を削る。 

 （津市火災等予防査察規程の一部改正） 

第２条 津市火災等予防査察規程（平成１８年津市消防本部訓令第１１号）の

一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「消防安全課長」を「予防課長」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 



津市訓令第７号 

津市上下水道事業管理規程第２号 

津市教育委員会訓令第２号 

津市選挙管理委員会告示第２６号 

津市農業委員会告示第１号 

津市監査委員告示第３号 

津市議会規程第１号 

                              庁中一般  

                              出先機関  

 津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２９年３月３０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

              津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

               津市教育委員会教育長 石 川 博 之   

             津市選挙管理委員会委員長 坂 口 賢 次   

                津市農業委員会会長 守 山 孝 之   

                 津市代表監査委員 高 松 和 也   

                   津市議会議長 田 中 勝 博   



   津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程 

 津市職員安全衛生管理規程（平成１９年津市訓令第８号、平成１９年津市水

道事業管理規程第５号、平成１９年津市教育委員会訓令第１号、平成１９年津

市選挙管理委員会告示第１２８号、平成１９年津市農業委員会告示第１号、平

成１９年津市監査委員告示第９号、平成１９年津市議会規程第１号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１中 

「 

「 

改め、「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加え、「小・中学校、幼稚園

安全衛生委員会」を「学校安全衛生委員会」に改める。 

別表第２中「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

別表第３中「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加え、「競艇事業部」

を「ボートレース事業部」に改める。 

別表第５を次のように改める。 

競艇事業部 競艇事業部安全

衛生委員会 

競艇事業部競艇

管理課 を 
」 

ボートレース事業部 ボートレース事

業部安全衛生委

員会 

ボートレース事

業部経営管理課 

」 

に 



別表第５（第１７条関係） 

箇所 

津市アストプラザ 津市とことめの里一志 

津リージョンプラザ 白山総合支所 

各保育所 美杉総合支所 

スポーツ文化振興部 津市レークサイド君ケ野 

津駅前北部土地区画整理事務所 三重短期大学 

津北工事事務所 議会事務局 

津南工事事務所 各小学校 

河芸総合支所 各中学校 

芸濃総合支所 義務教育学校 

津市錫杖湖水荘 各幼稚園 

美里総合支所 津市中央公民館 

安濃総合支所 津市津図書館 

香良洲総合支所 農業委員会事務局 

一志総合支所  



  附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 



津市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

  平成２９年３月２４日 

津市教育委員会委員長 庄 山 昭 子   

津市教育委員会規則第２号 

津市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

津市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年津市教育委員

会規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「（津市橋北公民館にあっては別に条例で定めるアストホー

ルと併せて使用する場合に限り１年前、津市河芸公民館大ホールにあっては６

月前）の日」を「の日（津市橋北公民館にあっては別に条例で定めるアストホ

ール又はギャラリーと併せて使用する場合に限り使用しようとする日の属する

月の１年前の月の初日、津市河芸公民館大ホールにあっては使用しようとする

日の６月前の日）」に改める。 

第１号様式及び第３号様式から第５号様式までの規定中「あて先」を「宛先」 

に改める。 

附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 



津市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３０日 

津市教育委員会委員長 庄 山 昭 子 

津市教育委員会規則第３号 

   津市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

津市教育委員会事務局組織規則（平成１８年津市教育委員会規則第７号）の

一部を次のように改正する。 

別表第２各教育事務所（久居教育事務所を除く。）の部教育総務担当の項第

１４号中「芸濃教育事務所」の次に「、美里教育事務所、一志教育事務所」を

加える。 

   附 則

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 



津市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３０日 

津市教育委員会委員長 庄 山 昭 子 

津市教育委員会規則第４号 

   津市教育委員会公印規則等の一部を改正する規則 

 （津市教育委員会公印規則の一部改正） 

第１条 津市教育委員会公印規則（平成１８年津市教育委員会規則第８号）の

一部を次のように改正する。 

別表小学校印の項及び小学校長印の項中「５１」を「４８」に改め、同表

中学校印の項及び中学校長印の項中「２０」を「１９」に改め、同項の次に

次のように加える。 

義務教育学校

印 

れい書 方４５ 卒 業 証 書  

及 び 印 影  

印 刷 用  

みさとの 

丘学園校 

長 

１ 

れい書 方３０ 一般 みさとの 

丘学園校 

長 

１ 

義務教育学校

長印 

れい書 方２１ 一般 みさとの 

丘学園校 

長 

１ 

 （津市立学校の管理に関する規則の一部改正） 

第２条 津市立学校の管理に関する規則（平成１８年津市教育委員会規則第１

２号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

  第４条第３項中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校（以下「小

学校等」という。）」に改める。 

  第１０条中「小学校及び中学校」を「小学校等」に改める。 

津

市

立

み
さ
と
の
丘

学

園

印

津 市 立

みさとの丘

学 園 印

津 市 立

みさとの丘

学園校長印



  第１４条第１項中「第４９条」の次に「及び第４９条の８」を加える。 

第２０条中「小学校及び中学校」を「小学校等」に改める。 

  第２１条第１項中「小学校及び中学校」を「小学校等」に改め、同項ただ

し書中「学校」を「小学校等」に改め、同条第３項、第４項及び第７項中

「小学校又は中学校」を「小学校等」に改める。 

  第２２条第１項中「中学校に、」を「中学校（義務教育学校の後期課程を

含む。以下この条において同じ。）に、」を加える。 

  第２３条、第２６条第１項及び第２７条第１項中「小学校及び中学校」を

「小学校等」に改める。 

  第２８条第１項中「小学校及び中学校」を「小学校等」に改め、同条第２

項中「小学校又は中学校」を「小学校等」に改める。 

 （就学等に関する規則の一部改正） 

第３条 就学等に関する規則（平成１８年津市教育委員会規則第１３号）の一

部を次のように改正する。 

目次中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。 

「第２章 小学校及び中学校」を「第２章 小学校、中学校及び義務教育

学校」に改める。 

第７条中「第６号様式の１及び第６号様式の２」を「第６号様式」に改め

る。 

第９条第１項及び第１０条中「第７９条」の次に「及び第７９条の８」を

加える。 

別表学区一覧表１小学校の表長野小学校学区の項から辰水小学校学区の項

までを削る。 

別表学区一覧表２中学校の表美里中学校学区の項を削る。 

別表に次のように加える。 

  ３ 義務教育学校 

みさとの丘学園学区 美里町五百野、美里町足坂、美里町三郷、美

里町南長野、美里町北長野、美里町平木、美

里町桂畑、美里町家所、美里町穴倉、美里町

高座原、美里町日南田、美里町船山 

  第１号様式及び第２号様式中「津市立       学校」を削る。 

  第３号様式中「津市立（名称）学校長」を「津市立（名称）校長」に改め

る。 



  第４号様式の１中「小学校児童指導要録」を「小学校（義務教育学校前期

課程）児童指導要録」に改める。 

  第４号様式の３中「中学校生徒指導要録」を「中学校（義務教育学校後期

課程）生徒指導要録」に、 

              を              に、 

                                に 

改める。 

  第４号様式の４中「１」を「１（７）」に、「２」を「２（８）」に、

「３」を「３（９）」に改める。 

  第５号様式中「津市立（名称）学校長」を「津市立（名称）校長」に改め

る。 

 第６号様式の１中「（小学校）」を削り、「津市立       小学校」 

を「津市立       学校（学園）」に、「児童出席簿」を「児童・生

徒出席簿」に、「児童氏名」を「児童・生徒氏名」に、「月末在籍児童数」

を「月末在籍児童・生徒数」に改め、同様式を第６号様式とし、第６号様式

の２を削る。 

 第７号様式を次のように改める。 

１(７) ２(８) ３(９) １ ２ ３ 

１ ２ ３ 

１（７） ２（８） ３（９） 

｢ 

｢ 

｢ 

｢ 

｣ ｣ 

｣ 

｣ 

を 



第７号様式（第８条関係） 

（校長        ）  

    年  月分         児童・生徒出欠席月末統計表 

学 年
月 末 在 籍 児 童 生 徒 数 総 授 業 日 数

忌
引
日
数

出席

停止

日数

出席しなけれ
ばならない総
日数 

総 欠 席 日 数

総出席日数 
病 気 事 故

普通 特別支援 計 

１学年                 

２学年                  

３学年                  

４学年                  

５学年                  

６学年                  

７学年           

８学年           

９学年 

計 

授 業 日 数 長期欠席者数 転 入 者 数 転 出 者 数 出席停止者数 備 考 

日 人 人 人 人

 (注) 総授業日数については、次の算式により算出すること。 
    月末在籍児童生徒数×授業日数－転入者の転入までの授業日数＋転出者及び死亡者の授業日数 



                「 

第８号様式中「      」を        に、「       」 

                        」 

 を「  」に改める。 

  第９号様式中「全課程修了者通知書」を「全課程（前期課程・後期課程） 

修了者通知書」に、「津市立（名称）学校長」を「津市立（名称）校長」に、 

      「全 課 程 

「全課程」を 前期課程 に改める。 

       後期課程」 

 （津市学校体育施設の開放に関する規則の一部改正） 

第４条 津市学校体育施設の開放に関する規則（平成１８年津市教育委員会規

則第３７号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。 

 （津市学校運営協議会規則の一部改正） 

第５条 津市学校運営協議会規則（平成１８年津市教育委員会規則第３８号）

の一部を次のように改正する。 

  第１条中「中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

   附 則

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

小 （ 中 ） 学 校

小 学 校

小 （ 中 ） 学 校 長

校 長

中 学 校

義 務 教 育 学 校



津市立学校の管理に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３０日 

津市教育委員会委員長 庄 山 昭 子 

津市教育委員会規則第５号 

   津市立学校の管理に関する規則の一部を改正する規則 

 津市立学校の管理に関する規則（平成１８年津市教育委員会規則第１２号） 

の一部を次のように改正する。 

第１６条第１項の表養護教諭の項の前に次のように加える。 

主幹教諭 

校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を

整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさど

る。 

指導教諭 

児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭

その他の職員に対して、教育指導の改善及び充

実のために必要な指導及び助言を行う。 

 第２１条第１項ただし書を次のように改める。 

ただし、主幹教諭が教務主任、学年主任若しくは保健主事の担当する校務

を整理する小学校等又は当該小学校等の規模若しくは当該小学校等の各学年

における学級数が小規模若しくは少数である等特別の事情がある小学校等に

ついては、学年主任及び保健主事を置かないことができる。 

第２１条第３項中「教諭」を「指導教諭又は教諭」に改め、同条第４項中 

「教諭又は」を「指導教諭、教諭又は」に改める。 

 第２２条第１項ただし書中「ただし、」の次に「主幹教諭が生徒指導主事若

しくは進路指導主事の担当する校務を整理する中学校又は」を加え、同条第２

項中「教諭」を「指導教諭又は教諭」に改める。 

 第２６条第２項中「教諭を」を「主幹教諭、指導教諭又は教諭を」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 



津市教育委員会訓令第１号 

教育委員会 

 津市立の学校職員の結核症の管理に関する規程の一部を改正する訓令を次の

ように定める。 

  平成２９年３月２９日 

津市教育委員会教育長 石 川 博 之 

   津市立の学校職員の結核症の管理に関する規程の一部を改正する訓令 

 津市立の学校職員の結核症の管理に関する規程（平成１８年津市教育委員会

訓令第２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

   附 則 

 この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 



津市訓令第７号 

津市上下水道事業管理規程第２号 

津市教育委員会訓令第２号 

津市選挙管理委員会告示第２６号 

津市農業委員会告示第１号 

津市監査委員告示第３号 

津市議会規程第１号 

                              庁中一般  

                              出先機関  

 津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２９年３月３０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

              津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

               津市教育委員会教育長 石 川 博 之   

             津市選挙管理委員会委員長 坂 口 賢 次   

                津市農業委員会会長 守 山 孝 之   

                 津市代表監査委員 高 松 和 也   

                   津市議会議長 田 中 勝 博   



   津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程 

 津市職員安全衛生管理規程（平成１９年津市訓令第８号、平成１９年津市水

道事業管理規程第５号、平成１９年津市教育委員会訓令第１号、平成１９年津

市選挙管理委員会告示第１２８号、平成１９年津市農業委員会告示第１号、平

成１９年津市監査委員告示第９号、平成１９年津市議会規程第１号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１中 

「 

「 

改め、「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加え、「小・中学校、幼稚園

安全衛生委員会」を「学校安全衛生委員会」に改める。 

別表第２中「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

別表第３中「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加え、「競艇事業部」

を「ボートレース事業部」に改める。 

別表第５を次のように改める。 

競艇事業部 競艇事業部安全

衛生委員会 

競艇事業部競艇

管理課 を 
」 

ボートレース事業部 ボートレース事

業部安全衛生委

員会 

ボートレース事

業部経営管理課 

」 

に 



別表第５（第１７条関係） 

箇所 

津市アストプラザ 津市とことめの里一志 

津リージョンプラザ 白山総合支所 

各保育所 美杉総合支所 

スポーツ文化振興部 津市レークサイド君ケ野 

津駅前北部土地区画整理事務所 三重短期大学 

津北工事事務所 議会事務局 

津南工事事務所 各小学校 

河芸総合支所 各中学校 

芸濃総合支所 義務教育学校 

津市錫杖湖水荘 各幼稚園 

美里総合支所 津市中央公民館 

安濃総合支所 津市津図書館 

香良洲総合支所 農業委員会事務局 

一志総合支所  



  附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 



津市教育委員会告示第６号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２９年３月２２日

 津市教育委員会

                      委員長 庄 山 昭 子

１ 招集の日時 

平成２９年３月２３日（木） 午前１０時から

２ 招集の場所 

津市教育委員会庁舎４階 教育委員会室

３ 会議の事件 

 津市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部の改正について

平成２９年度津市部活動指針について

 平成２９年度津市学校教育推進計画（案）について

 津市指定有形文化財の指定について

 津市社会教育委員の辞任について



津市教育委員会告示第７号 

 津市文化財保護条例（平成１８年津市条例第２４５号）第５条第１項の規定

により、津市指定有形文化財に指定するので、同条第４項の規定に基づき次の

とおり告示する。 

  平成２９年３月３１日 

津市教育委員会委員長 庄 山 昭 子   

種 別  有形文化財（彫刻） 

名 称  木造 魚籃観音立像 

員 数  １躯 

所在地  津市歴史民俗資料収蔵庫（津市乙部２１１０番地） 

所有者  津市 津市長 前葉 泰幸 



津市選挙管理委員会告示第２４号

平成２９年３月１５日執行の雲出揚溝土地改良区総代会総代選挙において次

の者が当選人となったので土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第

２１条第２項の規定により告示する。

平成２９年３月１６日

津市選挙管理委員会

委員長 坂 口 賢 次

記

別紙のとおり



当選者氏名 住所

髙山 尚 津市雲出島貫町８１３番地２

田中 進 津市雲出島貫町１０２２番地３

尾﨑 忠正 津市雲出島貫町４９６番地

尾﨑 正美 津市雲出島貫町５０６番地

稲田 智昭 津市雲出本郷町２０９８番地５

原田 耕治 津市雲出島貫町４８９番地２

原田 信市 津市雲出島貫町５０２番地

的場 賢 津市雲出島貫町５５番地７

加納 英人 津市雲出本郷町１３０７番地

服部 省三 津市雲出本郷町１３１９番地

山田 英次 津市雲出本郷町１０８８番地２

奥山 重 津市雲出本郷町３６３番地２

森田 幸夫 津市雲出本郷町１３９４番地１

山崎 誠司 津市雲出本郷町１０８７番地

服部 健 津市雲出本郷町１２２６番地２

藤川 信夫 津市香良洲町４７９番地

土性 良男 津市香良洲町７５０番地２

奥野 敏己 津市香良洲町５０５０番地

宮崎 修 津市雲出長常町８２６番地

中川 秀志 津市雲出長常町７８７番地３

木﨑 豊 津市雲出長常町７７８番地

鎌田 芳明 津市雲出長常町１０６５番地１

白藤 清行 津市雲出長常町８６２番地１

白藤 秀人 津市雲出長常町７９５番地１３

田中 久生 津市雲出長常町６５２番地２

川口 徳信 津市雲出長常町８４８番地１

和田 守郎 津市雲出伊倉津町９４番地１

和田 良保 津市雲出伊倉津町１０６番地

奥山 吉孝 津市高茶屋一丁目１８番７号

奥山 昇 津市高茶屋小森町９２０番地



津市選挙管理委員会告示第２５号

平成２９年３月１５日執行の雲出揚溝土地改良区総代会総代選挙において次

の者に当選証書を付与したので土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）

第２２条第２項の規定により告示する。

平成２９年３月１６日

津市選挙管理委員会

委員長 坂 口 賢 次

記

別紙のとおり



当選者氏名 住所

髙山 尚 津市雲出島貫町８１３番地２

田中 進 津市雲出島貫町１０２２番地３

尾﨑 忠正 津市雲出島貫町４９６番地

尾﨑 正美 津市雲出島貫町５０６番地

稲田 智昭 津市雲出本郷町２０９８番地５

原田 耕治 津市雲出島貫町４８９番地２

原田 信市 津市雲出島貫町５０２番地

的場 賢 津市雲出島貫町５５番地７

加納 英人 津市雲出本郷町１３０７番地

服部 省三 津市雲出本郷町１３１９番地

山田 英次 津市雲出本郷町１０８８番地２

奥山 重 津市雲出本郷町３６３番地２

森田 幸夫 津市雲出本郷町１３９４番地１

山崎 誠司 津市雲出本郷町１０８７番地

服部 健 津市雲出本郷町１２２６番地２

藤川 信夫 津市香良洲町４７９番地

土性 良男 津市香良洲町７５０番地２

奥野 敏己 津市香良洲町５０５０番地

宮崎 修 津市雲出長常町８２６番地

中川 秀志 津市雲出長常町７８７番地３

木﨑 豊 津市雲出長常町７７８番地

鎌田 芳明 津市雲出長常町１０６５番地１

白藤 清行 津市雲出長常町８６２番地１

白藤 秀人 津市雲出長常町７９５番地１３

田中 久生 津市雲出長常町６５２番地２

川口 徳信 津市雲出長常町８４８番地１

和田 守郎 津市雲出伊倉津町９４番地１

和田 良保 津市雲出伊倉津町１０６番地

奥山 吉孝 津市高茶屋一丁目１８番７号

奥山 昇 津市高茶屋小森町９２０番地



津市訓令第７号 

津市上下水道事業管理規程第２号 

津市教育委員会訓令第２号 

津市選挙管理委員会告示第２６号 

津市農業委員会告示第１号 

津市監査委員告示第３号 

津市議会規程第１号 

                              庁中一般  

                              出先機関  

 津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２９年３月３０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

              津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

               津市教育委員会教育長 石 川 博 之   

             津市選挙管理委員会委員長 坂 口 賢 次   

                津市農業委員会会長 守 山 孝 之   

                 津市代表監査委員 高 松 和 也   

                   津市議会議長 田 中 勝 博   



   津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程 

 津市職員安全衛生管理規程（平成１９年津市訓令第８号、平成１９年津市水

道事業管理規程第５号、平成１９年津市教育委員会訓令第１号、平成１９年津

市選挙管理委員会告示第１２８号、平成１９年津市農業委員会告示第１号、平

成１９年津市監査委員告示第９号、平成１９年津市議会規程第１号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１中 

「 

「 

改め、「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加え、「小・中学校、幼稚園

安全衛生委員会」を「学校安全衛生委員会」に改める。 

別表第２中「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

別表第３中「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加え、「競艇事業部」

を「ボートレース事業部」に改める。 

別表第５を次のように改める。 

競艇事業部 競艇事業部安全

衛生委員会 

競艇事業部競艇

管理課 を 
」 

ボートレース事業部 ボートレース事

業部安全衛生委

員会 

ボートレース事

業部経営管理課 

」 

に 



別表第５（第１７条関係） 

箇所 

津市アストプラザ 津市とことめの里一志 

津リージョンプラザ 白山総合支所 

各保育所 美杉総合支所 

スポーツ文化振興部 津市レークサイド君ケ野 

津駅前北部土地区画整理事務所 三重短期大学 

津北工事事務所 議会事務局 

津南工事事務所 各小学校 

河芸総合支所 各中学校 

芸濃総合支所 義務教育学校 

津市錫杖湖水荘 各幼稚園 

美里総合支所 津市中央公民館 

安濃総合支所 津市津図書館 

香良洲総合支所 農業委員会事務局 

一志総合支所  



  附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 



津市訓令第７号 

津市上下水道事業管理規程第２号 

津市教育委員会訓令第２号 

津市選挙管理委員会告示第２６号 

津市農業委員会告示第１号 

津市監査委員告示第３号 

津市議会規程第１号 

                              庁中一般  

                              出先機関  

 津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２９年３月３０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

              津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

               津市教育委員会教育長 石 川 博 之   

             津市選挙管理委員会委員長 坂 口 賢 次   

                津市農業委員会会長 守 山 孝 之   

                 津市代表監査委員 高 松 和 也   

                   津市議会議長 田 中 勝 博   



   津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程 

 津市職員安全衛生管理規程（平成１９年津市訓令第８号、平成１９年津市水

道事業管理規程第５号、平成１９年津市教育委員会訓令第１号、平成１９年津

市選挙管理委員会告示第１２８号、平成１９年津市農業委員会告示第１号、平

成１９年津市監査委員告示第９号、平成１９年津市議会規程第１号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１中 

「 

「 

改め、「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加え、「小・中学校、幼稚園

安全衛生委員会」を「学校安全衛生委員会」に改める。 

別表第２中「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

別表第３中「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加え、「競艇事業部」

を「ボートレース事業部」に改める。 

別表第５を次のように改める。 

競艇事業部 競艇事業部安全

衛生委員会 

競艇事業部競艇

管理課 を 
」 

ボートレース事業部 ボートレース事

業部安全衛生委

員会 

ボートレース事

業部経営管理課 

」 

に 



別表第５（第１７条関係） 

箇所 

津市アストプラザ 津市とことめの里一志 

津リージョンプラザ 白山総合支所 

各保育所 美杉総合支所 

スポーツ文化振興部 津市レークサイド君ケ野 

津駅前北部土地区画整理事務所 三重短期大学 

津北工事事務所 議会事務局 

津南工事事務所 各小学校 

河芸総合支所 各中学校 

芸濃総合支所 義務教育学校 

津市錫杖湖水荘 各幼稚園 

美里総合支所 津市中央公民館 

安濃総合支所 津市津図書館 

香良洲総合支所 農業委員会事務局 

一志総合支所  



  附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 



津市訓令第７号 

津市上下水道事業管理規程第２号 

津市教育委員会訓令第２号 

津市選挙管理委員会告示第２６号 

津市農業委員会告示第１号 

津市監査委員告示第３号 

津市議会規程第１号 

                              庁中一般  

                              出先機関  

 津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２９年３月３０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

              津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

               津市教育委員会教育長 石 川 博 之   

             津市選挙管理委員会委員長 坂 口 賢 次   

                津市農業委員会会長 守 山 孝 之   

                 津市代表監査委員 高 松 和 也   

                   津市議会議長 田 中 勝 博   



   津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程 

 津市職員安全衛生管理規程（平成１９年津市訓令第８号、平成１９年津市水

道事業管理規程第５号、平成１９年津市教育委員会訓令第１号、平成１９年津

市選挙管理委員会告示第１２８号、平成１９年津市農業委員会告示第１号、平

成１９年津市監査委員告示第９号、平成１９年津市議会規程第１号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１中 

「 

「 

改め、「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加え、「小・中学校、幼稚園

安全衛生委員会」を「学校安全衛生委員会」に改める。 

別表第２中「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

別表第３中「各中学校」の次に「、義務教育学校」を加え、「競艇事業部」

を「ボートレース事業部」に改める。 

別表第５を次のように改める。 

競艇事業部 競艇事業部安全

衛生委員会 

競艇事業部競艇

管理課 を 
」 

ボートレース事業部 ボートレース事

業部安全衛生委

員会 

ボートレース事

業部経営管理課 

」 

に 



別表第５（第１７条関係） 

箇所 

津市アストプラザ 津市とことめの里一志 

津リージョンプラザ 白山総合支所 

各保育所 美杉総合支所 

スポーツ文化振興部 津市レークサイド君ケ野 

津駅前北部土地区画整理事務所 三重短期大学 

津北工事事務所 議会事務局 

津南工事事務所 各小学校 

河芸総合支所 各中学校 

芸濃総合支所 義務教育学校 

津市錫杖湖水荘 各幼稚園 

美里総合支所 津市中央公民館 

安濃総合支所 津市津図書館 

香良洲総合支所 農業委員会事務局 

一志総合支所  



  附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 



津市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月３１日 

津市公平委員会委員長 西 川 源 誌

津市公平委員会規則第１号 

   津市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

津市管理職員等の範囲を定める規則（平成１８年津市公平委員会規則第７号） 

の一部を次のように改正する。 

 別表中 

教育

委員

会 

教育委員会事務局 教育次長、担当理事、担当参事、課長、

担当副参事、企画員、調整担当主幹、教

育総務課の担当主幹及び担当副主幹（経

理・指導担当、施設担当及び給食担当の

担当主幹及び担当副主幹を除く。）、学

校教育課の教職員担当の担当主幹及び担

当副主幹、教育事務所長 

小学校 校長、教頭 

中学校 校長、教頭 

幼稚園 園長 

津図書館 館長、図書事務長、副館長 

教育

委員

会 

教育委員会事務局 教育次長、担当理事、担当参事、課長、

担当副参事、企画員、調整担当主幹、教

育総務課の担当主幹及び担当副主幹（経

理・指導担当、施設担当及び給食担当の

担当主幹及び担当副主幹を除く。）、学

校教育課の教職員担当の担当主幹及び担

当副主幹、教育事務所長 

小学校 校長、教頭 

中学校 校長、教頭 

義務教育学校 校長、教頭 

「 

「 

」 

を 

に 



幼稚園 園長 

津図書館 館長、図書事務長、副館長 

改める。 

   附 則

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

」 


